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まん延防止措置発生時には･･･

都道府県
（家畜保健衛生所）

国
（農林水産省）

国（動物検疫所）による
水際措置の徹底

（第36条～第46条の4）

・動物・畜産物等の輸出入検疫

・入国者の一部携帯品への質問・検査・消毒

発 生 農 場

人
的
支
援
（
疫
学
調
査
チ
ー
ム
の
派
遣
）

財
政
支
援

財政支援（消毒費用等）

人的支援（専門家、緊急
支援チーム等の派遣）

連携

防疫指針の作成等

発生予防対策
(第６条～第12条)

・畜舎等における消毒設備の
設置、当該設備による消毒

・野生動物が発見された場所
の消毒、通行制限

・家畜集合施設の制限

農場での飼養衛生管理の徹底
（第12条の３等）

（飼養衛生管理基準等）

・飼養衛生管理基準の遵守

・患畜等の焼埋却が必要となる場合
に備えた土地・施設の確保等

・家畜の飼養衛生管理状況の定期報告

家畜の所有者

都道府県が防
疫指針等に基
づき行う措置
に協力

防疫指針の作成・変更
（緊急防疫指針の作成）

まん延防止措置
（第14条～第35条）

・発生農場周辺の通行の制限
・遮断

・家畜等の移動の制限、と畜
場の事業の停止等

・消毒ポイントを通行する車
両の消毒

・患畜等の所在した畜舎等の
消毒、当該畜舎等における
消毒設備の設置、当該設備
による消毒

・患畜等の速やかな処分

・患畜等の死体・汚染物品の
焼却・埋却

・指定家畜の予防的殺処分
（口蹄疫のみ）

市町村

都道府県
（家畜保健衛生所）

国
（農林水産省）

発生予防措置

家畜伝染病予防法の目的：家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止により、畜産の振興を図る。

自治事務

国の事務

発生国・地域

患畜の早期の発
見・通報

（第13条、第13
条の２）

・特定症状を呈し
ている家畜を発
見した旨の届出

・患畜等を発見し
た旨の届出

発生時に備えた
準備

（第21条第6項）

・補完的に提
供する埋却
地の準備

自治事務

発生農場の
義務

衛生管理の指導
(第12条の５等)

・飼養衛生管理基準の遵
守に係る指導・助言、
勧告・命令

自治事務

農場の義務

改善・強化が必要な措置（案）

法定受託事務

１ 家畜伝染病予防法の概要
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２ｰ① 飼養衛生管理と畜産振興
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豚舎

【衛生管理区域】

車両消毒

専用の服や靴の使用

消毒の実施

壁や金網の破損修繕

消石灰帯の設置

野生動物侵入防止
（例：フェンス設置）

毎日の健康観察

野生動物侵入防止
（例：ネット設置）

・ 飼養衛生管理は、品質の良い畜産物を供給するために生産者が行う毎日の家畜の健康管理と同義であり、
畜産経営の基本。

・ また、過去の疾病の発生状況、家畜の飼養状況等地域の実情にあわせて柔軟に対応することが重要。
・ 豚の慢性疾病では、流産や飼養途中の死亡率の減少による出荷数量の増加、増体率の向上により、生産性
向上が図られている事例もある。

◆地域の実情に合わせ衛生管理
を行うことで出荷頭数が拡大

（栃木県の事例）

◆地域の実情に合わせ衛生管理
を行うことで出荷日齢が短縮

（神奈川県の事例）

https://4.bp.blogspot.com/-bpRAktDRy3Y/WGnPYN1nibI/AAAAAAABA5c/4UKn82O-hx0npPoYWVqcFXlUALmmLCmhACLcB/s800/mountain_yama.png
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２-②今般のCSF発生事案における課題（飼養衛生管理基準に関する指導等の現状）
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◆都道府県が有している報告内容 ◆国・県・専門家による合同農場調査の結果

3月25日
時点

野生動物の侵入防止が不十分
車両・機材の
消毒が不十分

衛生管理区域における
衣服・長靴の更衣が不

十分
屋外飼育

柵・扉設置
不十分

防鳥ネット
不十分

A農場 ● ● ● － －

B農場 － ● ● ● ●

C農場 － ● ● ● －

D農場 － ● ● － ●

E農場 － ● － ● ●

F農場 － ● － ● ●

G農場 － ● － ● －

H農場 － － ● － ●

I農場 － － ● ● ●

J農場 － － ● ● ●

K農場 － － － ● －

M農場 － － ● － －

N農場 － － － ● ●

L農場 － － ● ● －

O農場 － － ● － ●

P農場 － － ● － －

Q農場 ● － ● ● ●

野生動物の侵入防止が不十分
車両・機材の
消毒が不十分

衛生管理区域における
衣服・長靴の更衣が不

十分
屋外飼育

柵・扉設置
不十分

防鳥ネット
不十分

A農場 ※指摘項目なし — ● — —

B農場 － ● — — —

C農場 － ● — — —

D農場 － — — — —

E農場 － — — — —

F農場 － — － — —

G農場 － — － — ●

H農場 － － ● － —

I農場 － － — — —

J農場 － － － － －

K農場 － － － － ●

M農場 － － － － －

N農場 － － － — —

L農場 － ● ● － ●

O農場 － － — － ―

P農場 － － — － －

Q農場 ※指摘項目なし ● ● － －

• 都道府県の確認で問題なしとされた農場について、今般の発生を踏まえ再度調査を行ったところ、多くの農場で遵守不十

分な点があったことを確認 。

• 飼養衛生管理基準の遵守状況の改善には一定の時間が必要。緊急性が高い場合等、指導・助言による自主的改善を

促すプロセスでは、発生を予防できない可能性がある。
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３ｰ① 今般、CSFの発生が拡大した要因
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〇 疫学調査チームの中間とりまとめによれば、
① 近隣の発生農場由来のウイルスが原因とされるものや、何らかの要因で比較的遠い場所からウイルス
が運ばれたことが原因とされるものを除き、約７割の感染農場では、CSFに感染した野生イノシシ由来
のウイルスが侵入した可能性があったこと
② 各農場への侵入要因として、野生イノシシの侵入防止対策が不十分であったほか、農場に出入りする
車両、給餌車などの器具や人の消毒などが不十分であったこと等
が指摘されている。

〇 「海外から直接１例目の発生農場にウイルスが侵入した可
能性」よりも「海外からイノシシ群にウイルスが侵入し、それが１
例目の発生農場に伝播した可能性」の方が高いと考えられる。

〇 ほとんどの事例で、豚コレラに感染した野生イノシシ由来のウイ
ルスが侵入した可能性があった。

〇 これらのウイルスが農場内に侵入した具体的な要因としては、
農場内へのイノシシの侵入防止対策が不十分であった事例や、
農場に出入りする車両、給餌車などの器具や人の消毒などが不
十分であった事例が認められた。一方、農場への野生動物の侵
入防止対策や、農場入口での消毒などが徹底されていた農場
でも感染が起こっており、こうした農場では、カラス、ネズミ等の野
生動物により農場内にウイルスが侵入した可能性が考えられた。

◆豚コレラの疫学調査に係る中間とりまとめ
（令和元年８月８日拡大豚コレラ疫学調査チーム）

６ 全体のまとめ（抜粋）

◆28例目までの感染原因として予想されるもの

71%

18%

11%

野生イノシシ由来のウイルス

近隣の発生農場由来のウイルス

何らかの要因で比較的遠い場所から伝播されたウイルス

＜野生イノシシ由来のウイルス＞
〇 感染野生イノシシからの直接伝播（３例）
〇 感染野生イノシシ由来のウイルスを人・モノ
（車両等） ・野生動物（カラス・ネズミ等）を
介して伝播（17例）

＜近隣の発生農場由来のウイルス＞
〇近隣発生農場由来のウイルスを人・モノ（車両
等） ・野生動物（カラス・ネズミ等）を介して
伝播（５例）

＜何らかの要因で比較的遠い場所から伝播され
たウイルス＞

〇 感染野生イノシシ又は発生農場由来のウイル
スを人・モノ（車両等）・野生動物（カラス・ネ
ズミ等）を介して伝播（３例）
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３ｰ② 今般、CSFの発生が拡大した要因
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〇 野生イノシシ間でのCSFの感染が拡大したことに加え、
⦿拡散されたCSFウイルスを、人・モノ（車両等）が農場付近に持ち込み、更に
⦿人・モノ・野生動物（ネズミ・カラス等）を介して農場内にCSFウイルスが侵入したことにより、
CSFの発生が拡大したと考えられる。

ウイルス濃度の上昇

ウイルス濃度の上昇

人・モノ・野生動物を介したウイルス拡散

一般論として、と畜場等の関連施設
などでウイルスが車両等のモノに付
着し、この動きに伴って広域に拡散
した可能性がある

今般のCSFの発生事例において
は、発生農場に病原体が侵入した
と考えられる時期に、発生農場の
近隣で野生イノシシの感染や他の
農場での感染が確認されていない
事例があった。

何らかの要因で比較的遠い場所
からウイルスが運ばれた可能性
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＜家畜伝染病予防法における予防的殺処分の導入の背景＞
○ 平成22年の宮崎県における口蹄疫の発生事例においては、家伝法に基
づく従来のと殺等の措置のみでは、まん延防止を図ることが困難であった
ため、
① 同年５月22日にワクチン接種を開始し、
② ６月４日の口蹄疫対策特別措置法施行以降、患畜及び疑似患畜以外の
家畜の予防的殺処分を実施。

○ その後、第三者からなる「口蹄疫対策検証委員会」を設置し、予防的殺
処分の導入を含む口蹄疫における対応について検証。

○ 検証委においては、予防的殺処分の導入について、「初動防疫では感染
拡大が防止できない時の対策として、経済的補償も含めて、予防的殺処分
を家畜伝染病予防法に明確に位置付けておき、速やかな対策が実施できる
ようにしておくべき。」と指摘があった。

○ この指摘を受け、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（平成23年
法律第16号）により、家畜伝染病予防法において、口蹄疫に係る予防的
殺処分を規定。

４ 予防的殺処分の導入経緯

〇 平成22年４月に宮崎県で口蹄疫の発生が確認され、同県川南町を中心とする地域において爆発的に感染が拡大し、家伝法に
基づくと殺等の従来の措置のみでは、口蹄疫のまん延の防止を図ることが困難になった。

〇 こうした事態に対処するため、同年５月に口蹄疫対策特別措置法（平成22年法律第44号）が制定され、ワクチン接種を前提
に患畜及び疑似患畜以外の家畜についても殺処分を行えることとした。

〇 これらを踏まえ、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（平成23年法律第16号）において、口蹄疫の急速かつ広範囲な
まん延を防止するため、患畜及び疑似患畜以外の家畜の予防的殺処分を導入した。
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＜発生からの対応状況＞
平成22年4月20日 宮崎県で10年ぶりに口蹄疫が発生

5月19日 政府対策本部においてワクチン接種の実施を決定

6月 4日 口蹄疫対策特別措置法施行

7月27日 移動制限を全て解除

8月27日 宮崎県が終息宣言（家畜排せつ物の処理完了。清浄化）

口蹄疫の感染が急速に拡大

他の地域への感染拡大のおそれ

ワクチン接種の実施を決定

宮崎県東部における
急速な感染拡大

ワクチン接種地域において
予防的殺処分を実施

ワクチン接種により終息へ
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市町村を含む地方公共団体等による、家畜の所有
者の組織する団体等の予防のための自主的措置の

助長（第62条の２第２項）家畜の所有者

国
（農林水産省）

都道府県知事

５ｰ① 改正の方向性（飼養衛生管理の強化）
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役割分担

農場ごとに衛生管理の
責任者を設置

（情報共有・研修等）

報告違反者に対する罰則の強化

飼養衛生管理の指導に係る
計画の作成

飼養衛生管理の指導等に係る
・方針の提示
・手続等の明確化

積極的な公表

飼養衛生管理基準の策定
（第12条の３）

都道府県ごとの衛生管理の状況
等の公表（第12条の７）

飼養衛生管理に係る指導・助言
（第12条の５）

飼養衛生管理に係る勧告・命令
（第12条の６）

（野生動物が家畜の伝染性疾病に感染していること
が発見された場合・家畜伝染病が発生した場合）

指導・助言を経ない
勧告・命令（まん延防止）

国が指示

責務の明確化 責務の明確化

責務の明確化

飼養衛生管理基準の遵守状況の
定期報告（第12条の４）

飼養衛生管理基準の遵守義務
（第12条の３）

市町村長

（地域一体となった取組等に係る）

市町村の果たす役割の明確化

命令違反者に対する罰則の強化、違反者の公表

改正の方向性（イメージ）

現行の飼養衛生管理関係規定
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５ｰ② 改正の方向性（野生動物の感染に対する対策
の強化）

感染した野生動物
の発生地点

関連事業者の倉庫等

（野生動物が家畜の伝染性疾病に感染し
ていることが発見された場合の）

・家畜等の移動制限等
・早期出荷促進対策（法律、省
令等で位置付け）

浸潤状況の把握のための検体数
確保、経口ワクチンの散布等

改正の方向性（イメージ）

現行の野生動物対策等関係規定

（野生動物が家畜の伝染性疾病に感染している
ことが発見された場合の）

関係事業者の倉庫等や車両の消毒などの
病原体拡散防止策を法に位置付け
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（家畜伝染病が発生した場合の）
家畜等の移動制限
（第32条） （家畜伝染病が発生した場合の）

関連事業者の倉庫等や車両の消毒
・消毒設備の設置
（第26条）

感染野生動物の発見地点周辺等
の消毒・通行制限（第10条）

感染している疑いのある
野生動物の検査（第５条）

国が指示

国
が
指
示

国
が
指
示

国
が
指
示

国
が
指
示

関連事業者の車両
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消費・安全局

農林水産省 消費・安全局 ／Food Safety and Consumer Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

5ｰ③ 改正の方向性（予防的殺処分の対象疾病の追加）

口蹄疫 ASF 牛疫 牛肺疫 CSF 鳥インフルエンザ

感受性動物
の例
※ カッコ内は政令で定めら
れた家畜

牛、めん羊、山羊、
豚（水牛、しか、
いのしし）

豚（いのしし） 牛、めん羊、山
羊、豚（水牛、
しか、いのし
し）

牛（水牛、しか） 豚（いのしし） 鶏、あひる、うずら

伝播力 極めて強い 強い 極めて強い 極めて強い 強い 強い

主な感染経路 空気感染
接触感染

接触感染 接触感染 接触感染 接触感染 接触感染

病原性 感染すると経済
動物としての価値
をほぼ失う

・甚急性・急性：感染した
場合の致死率が非常に高い
・亜急性・慢性の場合:

感染すると経済動物としての
価値をほぼ失う

感染した場合
の致死率が非
常に高い

感染すると経済動物と
しての価値をほぼ失う

・感染した場合の
致死率が高い
・感染すると経済
動物としての価値
をほぼ失う

感染した場合の致
死率が非常に高い

ワクチンの有無 〇
（発生の抑制に効果が
あるものの、感染を完全
に防御することはできな

い）

×
（現状、有効なワクチンが存

在しない）

〇
（生涯にわたって感
染を完全に防御でき

る）

〇
（発生の抑制に効果があるもの
の、感染を完全に防御すること

はできない）

〇
（発症を防御する
ことができる）

〇
（発生の抑制に効果があ
るものの、感染を完全に防
御することはできない）

我が国での発
生状況

明治41年
（1908年）、平
成12年（2000

年）、平成22年
（2010年）に発
生

発生事例無し 1924年に発生
し、それ以降の
発生なし
※世界的な撲
滅が宣言さ
れている

1941年に発生し、それ
以降の発生なし
※現在、アフリカ大陸に
おいて、継続的に発生
が確認されている

明治以降国内で継
続的に発生、平成
4年（1992年）を
最後に清浄化した
が、平成30年
（2018年）以降
発生中

平成15年（2003

年）に国内で初め
て発生後、断続的
に発生。国内の最
終発生は2018年
（平成30年）

◆と殺義務の対象とされている家畜伝染病（第16条第１項第１号）

9
予防的殺処分の対象疾病にASFを追加

改正の方向性（イメージ）

現行の対象疾病



消費・安全局

農林水産省 消費・安全局 ／Food Safety and Consumer Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

･検疫探知犬
（抽出検査）

10

５-④ 改正の方向性（輸出入検疫の強化）

船便

航空便

税
関
検
査

輸入国際郵便物の検査

合格品 荷受人
国
際
郵
便
局 ･税関検査

･検疫探知犬
（抽出検査）

･表示確認
（伝票、告知書等）

【家伝法第43条】

開梱検査

要消毒品
消毒

自主放棄・廃棄
不合格品

改正の方向性（イメージ）

手荷物受取場

税関検査場

任意の口頭質問

検疫探知犬

自主廃棄用BOX

届出が行われない可能性

入国者

動検に協力

z

動検カウンター

警告書の発出

不合格

悪質な場合は
警察へ連絡

【家伝法第40条】

合格

動物検疫

第
40

条
の
届
出
を
誘
導

自主放棄・廃棄

入国者・出国者の携帯品の検査

罰則の強化

家畜防疫官に一定条件下で
処分する権限を付与

家畜防疫官に
指定検疫物（肉・肉製
品等）に係る質問・検
査権限の付与

〔予算事業で措置〕

罰則の強化

要消毒物品に係る
質問・検査権限
（第46条の２）

現行の輸出入検疫関係規定
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